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サポート研 関西セミナー 

どんな状況でも本人中心の支援を！ 
―支援の本質を問う・現場からの発信― 

 全国障害者生活支援研究会 通称サポート研とは、社会生活において多くのサポートを必要と

する障害者の生活を支援するための研究を目的とする特定非営利活動法人（NPO 法人）です。障

害の種別や程度に関係なく、障害のある人たちやその家族が地域で充実した生活を送ることがで

きるよう、支援システムと支援技術の確立を目指した実践と研究活動をすすめています。今回、

関西においてもサポート研の活動をより充実させよう会員を中心に施設職員、大学の先生でサポ

ート研関西セミナーを企画しました。 
 サポート研関西セミナーは 12 月 8 日（土）大阪成蹊短期大学のご協力により当大学プラムホー

ルにて開催されました。当日は、支援者・保護者・学生・大学の先生など 200 人近くの参加があ

りました。 
 障害者自立支援法の影響で利用者負担が増え、施設の収入も減り、支援の質よりも、施設運営

の話ばかりが聞かれる今日であるからこそ、もう一度支援の原点に立ち返り、本人主体の支援に

ついて考えようという趣旨で、午前中はシンポジウム、午後からは事例発表が行われました。午

前中は 3 つの施設がそれぞれの立場から本人支援についての考え方を述べ、午後の実践報告で

は、各施設がこれまで大切にしてきたこと「本人中心の支援」が具体的に提示され、大変好評で

した。 
 

第 1 部 シンポジウム「本人中心の支援とは」 
 

   
コーディネーター（松端准教授） 

シンポジストの皆さん（清水所長、中西所長、加藤所長、岩崎園長） 
と会場の様子です 

 
 

第 2 部 実践を通して「本人中心支援の具体的展開」 
 

   
まとめ（松端准教授）と報告者の皆さん（粟生さん、倉本さん、竹内職員） 

が映像とともに日常の実践活動を発表しました。 
午前のシンポジウムと午後の実践発表を受けて松端准教授にまとめをしていただきました。 



 
  

あいさつ 
赤塚 光子会長（サポート研 会長・立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科教授） 

【シンポジスト】 

 
清水 明彦（のまネット西宮所長） 

 本人中心の支援の実態化に向けて 
 -たいへん障害の重い人の地域の暮らしの現状と今後の展開から- 
 

中西 昌哉（ベテスダの家所長） 
 本人中心の支援とは 
 
加藤 啓一郎（地域生活支援センター風の輪所長） 

 知的障害の人（特に自閉、行動障害のある人）の主体性を尊重する

支援 
 
岩崎 隆彦（淡路こども園園長） 

 本人中心の支援の実現に向けて 
 ～幼児期・学齢期にしっかり土台作りを！ 

【実践報告者】 

 
粟生 史子（青葉園） 

 このまちで私らしく暮らすために-Ｔさんの地域自立生活を通て- 
 

倉本 輝一（ベテスダの家） 
 支援をつなげて体験する機会を保障する 
 -ケアホームに入居されているＯさんが暮らしを選択される場面を通

じて- 
 
竹内 佐奈恵（風の子そだち園） 

 「私の一歩 ここから始まる」 

【コーディネーター】 
 
松端 克文（桃山学院大学准教授） 

 どんな状況でも本人中心 

参加者の声 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

【あいさつ】 

 今回のテーマについての背景には社会福祉基礎構造改革から自立支援法までの流れの中

で、障害者福祉の行く末について、我々が募らせてきた危機感がある。サポート研はここ

数年、支援の本質とは何か、本人主体とは何か、という問題をとりあげてきた。私たちの

なすべきこととはもう一度原点に戻り、現状を点検し、あるべき姿を求め、それを共有し

具体的なサービスや施策につなげていくことである。 
 本人中心というけれど、誰のための支援であり福祉なのか、専門職という人たちは何を

する人なのか どういう地域社会を創っていかなくてはいけないのか本セミナーにおいて

これらのことについて考えて行きたい。  
 

 
赤塚 光子会長（サポート研 会長・立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科教授） 

が開会のあいさつをされました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



【清水 明彦（のまネット西宮 所長）】 
本人中心の支援の実態化に向けて 

―たいへん障害の重い人の地域の暮らしの現状と今後の展開からー 

 青葉園の活動は、制度基盤のないところから始まって、30 年近く経過した。常に本人と

支援者の関係の中で生み出されてくるプログラムとして、本人が地域で自分として自分ら

しく生きていこうとする物語にまきこまれるように発展してきた。それは通所施設として

の機能解体と再構築の経過でもあった。震災を契機に一人ひとりの存在の意味をかけた本

人を真ん中にした支援の展開がより明確に意識され進められることとなった。価値的存在

としての私＝主体の意味。共に生活主体者としての相互の共感に基づく連帯を求めていく

こととなる。地域自立支援協議会などを基盤とする街づくり。それは市民による価値観変

革。ケアワーカーでありコミュニティワーカーとしての支援者の位置。自己変革を伴う人

間存在をかけた価値観闘争であるとの支援者論を熱く語った。  
 

 
トップバッターの清水所長がまずは青葉園の経過から報告をしました。 

 

 
支援者論について熱く語りました。 
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本人中心の支援の実態化に向けて 
― たいへん障害の重い人の地域の暮らしの現状と今後の展望から ― 

 
「青葉園」「のまネット西宮」   清水 明彦 

 
 
 
＜たいへん重い障害の人たちが拓いてきた地域の暮らし「青葉園」＞ 

兵庫県西宮市（人口約 47.5 万人）にある「青葉園」は、このまちで暮らし続けていこうと

する重度障害者の地域生活運動展開の中で 1981 年に西宮市社会福祉協議会の運営により発

足しています。市内全域より通所する５６人の人たちの大半は日常のほとんど全てに介助を

必要とし、言葉でのコミュニケーションが難しい重症心身障害の人たちです。その障害の重

さのために法内施設や作業所では受けとめ得ない人たちが、地域で暮らし続けるために結集

し、通所活動拠点としてスタートして独自の経過をたどってきました。 
発足当初より、「授産」や「更生」といった規定を持ち合わせておらず、日々集まって何を

するのか？という｢活動｣の模索から事業が展開されてきました。一人ひとりの存在につき動

かされ、お互いにわかりあおうとする極めて自然な展開となり、わかり合うため身体を通し

て関わり合い（「いきいき」）、さまざまな場を共有・共感し（「のびのび」）、一緒に街に出向

いていく（「どんどん」）。そんな中で立ち上がってきた主体が｢青葉園｣の「活動」を創り出し

ていきました。既存の価値を押しつけるのではなく、むしろ、それをはねのける力に動かさ

れながら、一人ひとりのプログラムが生まれてきたのです。 
一方でこういった園内での「活動」を、社会の中で位置づけていこうと地域住民活動に参

入するプログラムが持たれるようになりました。日々暮らす街中で継続的に地域住民と交流

を深めていく地元の公民館での「つどい」等（「青葉のつどい」市内５ヶ所、本人地域活動サ

ークル「たけのこくらぶ」）の展開や、住民とリサイクル等の地域サークル（リサイクルサー

クル「ぺったんこや」）を結成して一緒に取り組みを進める等、さまざまな形での地域の一員

としての「活動」展開が模索されてきました。一人ひとりが地域の人たちやさまざまな地域

の機関との関係の中で「活動」を進めることにより、連携事業として多様に発展していくよ

うになってきたのです。 
プログラムの個別化と連携化の中では一人ひとりに依拠していくしかありませんでした。

「活動」がその人の生き方、暮らしの基盤となっているのか、確かめ、さらに創り出してい

くためには、一人ひとりの「活動」の個人計画化がどうしても必要となってきたのです。こ

ういった中から「青葉園」では１０数年前から「個人総合計画」と呼ばれる「本人の計画」

に基づいてその「活動」を進めることとなってきました。現在の「個人総合計画」は一人ひ

とりの様々な出来事をつづり（「サマリーレポート」）、日々の「活動」の中からの本人の希望

を文書化し（「個人計画書」）、そして、その実現のための支援の詳細を項目化して確認する（「支

援プラン」）という形式で進めているところです。詭弁的になりますが、青葉園での一人ひと

りの｢活動｣とは｢本人の計画｣の実行であることはもとより、その中から生み出されてくる一



人ひとりを主人公にした物語の中で次の希望が見出されていく、ということから｢本人の計

画｣づくりでもあると言えます。本人の希望に基づく「本人の計画」とその実現の中で、本人

の存在の価値を社会に生かしていく創造的「活動」の展開を目指していきたいと考えていま

す。 
 
 

＜「青葉園」の自立プログラムに取り組む本人が創り出した地域自立生活支援構造＞ 
こういった「青葉園」での「活動」が進められる中で、一人ひとりの自立に向けての意欲

も高まってきました。親の高齢化等により家庭での介護力がどんどん低下し、このまちでの

暮らしを、地域自立生活を確立させて成り立たせていく必要が生じてきました。とりあえず、

生活拠点である｢青葉園｣で数日間宿泊する自立プログラム（「自立体験ステイ」）が２０数年

前から実施されてきています。継続する中で、どんなに障害が重くても「必要な支援を得て

自分らしく生きる」という「自立」を実感し、共に一人ひとりの必要な支援のあり方を見出

し、創りだしていく展開の大きな力となっています。さらに、こういった展開から生み出さ

れた地域生活ホーム（「あおば生活ホーム」市内４ヶ所）でも、一人ひとりが生活主体者とし

て暮らす場が、体験入居などを進めながらつくり出されてきました。（現在、ホームで暮らす

人１０人）また、自立体験室での体験プログラム等も取り組まれ、ホームヘルパー、ガイド

ヘルパーなど家族以外の介護人の支援を日常的に受け容れていくことも進んできました。介

護人スタッフの募集や養成のプログラムが整備され、養成された介護人を中心に結成された

ＮＰＯ（「かめのすけ」）が支援費制度スタートを機に、居宅介護事業者となって、たいへん

障害が重い人でも活用できる質の高い介護供給を続けられることを目指して事業を進めてい

ます。そして、他の居宅支援事業所、さらに、地域住民による地区ボランティアセンターと

も連携を持ち、共に障害の重い人たちの地域生活支援システムと言えるものが見え始めてき

ました。このようなシステムの中で、２４時間の介護人派遣を得ての地域自立生活（一人暮

らし）も相次いでいます。（現在、市営住宅やアパートで暮らす人６人）。 
こうして本人の意向が汲み取られる中で、重症心身障害の人たちの地域自立生活がすすん

でいき、本人中心の支援の輪が作られていったのです。ところが一方で、第三者から見た場

合そのことが社会的に認知されているのか、また、日常的金銭管理や、事故やトラブルに遭

遇した際等の不安が支援の輪の中に高まってきました。こういった不安を一掃し、本人の意

思に基づく地域自立生活を社会的に位置づけ守り、その基盤をより強固なものとするため「Ｐ

ＡＳネット」（弁護士、司法書士、社会福祉士によって作られた、権利擁護支援をすすめる

NPO 法人）との連携がすすめられました。、成年後見制度の活用や、暮らしに根ざした権利

擁護支援が模索、実体化されてきているところです。 
とりわけ本人が言葉で意思表示ができない人の地域自立生活においては、さまざまな支援

の関与による一人ひとりの「支援の輪」が本人中心に稼動していくことが極めて大切であり、

権利擁護的関与も含め、どうしても一人ひとりについての支援の計画化が必要となりました。

「青葉園」の「個人総合計画」づくりはもとより、障害者生活相談・支援センター「のまネ

ット西宮」でも頻回に、関連事業者、機関の招集の下で、個人支援会議を開き、「青葉園」か

らの「個人総合計画」をふまえて「のまネット西宮」としての「個人支援計画」を作成し、

モニタリングを続けています。本人の希望に基づき、主体を支援していく「本人の計画」と

「支援の輪」を相談・支援センターが権利擁護支援センターとも連携し、常に本人中心にメ

ンテナンスを続けておくことが大切となっています。 



＜西宮市の地域自立生活支援体制の構築とまちづくり＞ 
西宮市では障害者計画の学習検討会を契機に、地域生活を支える市内事業所・団体・機関

のネットワークが作られています。（西宮のしょうがい福祉をすすめるネットワーク「すすめ

るネット」）社会福祉法人、ＮＰＯ、当事者団体等、が市内で多様な地域生活支援の事業展開

を進めていますが、これらがお互いに意思疎通を図り、行政にも提言を行う「すすめるネッ

ト」は、西宮市での地域自立生活支援を進めていく上において大きな力となっています。 
支援費制度の構築に際しては、制度についての広報活動や説明会、セミナーが頻回に開催

され、市内の相談支援事業者のネットワーク「障害者あんしん相談窓口連絡会」により情報

提供や相談支援が進められました。一人ひとりがその人らしく、必要な支援を得て市民とし

て暮らしていける仕組みづくりが、｢すすめるネット｣との協働のもとで展開されています。

障害者自立支援法施行後の現在においても、その仕組みは活かされており、今後、さらに発

展させていくため「すすめるネット」のネットワーク力を活かした、実効性のある西宮市地

域自立支援協議会づくりに取り組んでいるところです。（現在、くらし・こども・しごとの各

部会があんしん相談窓口連絡会を中心とする運営委員会のもとで協議をすすめている）  
「障害者あんしん相談窓口」（市内８ヶ所）の一つである「のまネット西宮」でも前述した

とおり本人と共に個人支援会議を持ち、本人の希望する生活の全体像を把握し、本人が必要

とする支援の輪をつくり出していく「本人の計画」として「個人支援計画」を作成していま

す。市のケースワーカーはそれを十分に尊重し、ガイドラインで示した標準ケアプランに基

づき支給決定を行う（標準ケアプランに該当しない場合等は、ケースワーカー会議を持ち、

個別的に決定する）という仕組みです。支給決定後も継続相談や変更申請、そして、定期的

に「個人支援計画」の確認、変更が必要となっています。 
その際に明らかとなったサービス提供基盤の整備や仕組みづくりの課題などは「障害福祉

サービス等調整会議」で整理され、ガイドラインの変更や地域自立支援協議会での展開、そ

して、障害福祉計画、ひいてはまちづくりの計画としての地域福祉計画等何らかの形で反映

していくよう機能する方向を目指しています。まだまだ不十分な面がありますが、地域で自

分らしく生きていこうとする「本人の計画」が市民参画による「まちづくりの計画」を動か

し、地域で暮らす本人の存在の価値がノーマライゼーションのまちづくりへとつながってい

くことを目指していきたいと考えています。 
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● 本人中心の本人の計画による展開を確たるものに  

・青葉園新体系移行を契機に心新たにして主体に基づく「個人総合計画」づくりをすすめ

る。従来の青葉園における「個人支援計画」を、より一層日々の活動の中で内実化。本人の生きよ

うとする方向性（希望）を見出し、そしてその実現に向けての支援につなぐ計画づくり。コミュニ

ティへの変革的働きかけとしてのアクションプランを内包したものとし、その実効化を目指す。 

・自立支援法でいう「個別支援計画」は本人中心の「個人総合計画」に、「サービス管理責任者」は

「本人中心支援責任者」に読み替え、「相談支援事業」の本人中心による創造構築的展開も含め、「本

人中心主義」「本人計画主義」の実践、実体化を図りたい。 



● 一人ひとりの存在の社会的価値化にむけての活動実態づくり ―  

・「施設」からの完全脱却を目指し、地域社会関係の中での市民活動の展開をすすめる。

１人ひとりが個別の給付を得て、地域の中で（地域を巻き込んで）価値的存在として、その社会的

役割を果たしていくプログラムの展開を目指す。 

・１人ひとりがかけがえのない存在として、共に新たな地域事業を創り出す担い手として、位置づ

け活動をすすめたい。地域を巻き込んで展開する１人ひとりの存在の社会的価値化のプログラム。 

・地域の方々と共にすすめる地域活動「青葉のつどい」、市民と共につくる環境等のサークル活動、

ピアサポート活動、商店型活動、社会教育的活動、住民と共につくる交流活動拠点づくり、などな

ど。 

・個別給付（生活介護）と市独自活動補助、あるいは個別給付と地域生活支援事業（共生参加型活

動事業？）の抱き合わせ展開。市民が支える市民の活動としての継続発展を。 

 

 

● 一人ひとりが生活の主人公としてその人らしく暮らす地域自立生活支援構造の構築  

・一人ひとりのその人らしい暮らしを実現するわがまちの「地域自立生活」支援構造づく

りをすすめる。青葉園の一人ひとりの家庭での生活基盤は、急速に崩れつつある。このまち（西宮

市）で、自宅でもアパートでもグループホームでも、１人ひとりが生活主体者としてそれぞれの支援

の輪のもとで、暮らしていく地域自立生活の確立を急がなければならない状況。 

・どんなに障害が厳しくなっても、どこまでも市民としての地域自立生活を継続していくために、地

域医療とも連携し、現在たいへん厳しい状態の方の生きる力を支える「徹頭徹尾地域生活支援」が必

要となっている。 

・ケアホームの抜本的改革を目指しつつ、住宅確保や生活ホーム（自治体独自事業）、あるいは新型

福祉ホーム？（地域生活支援事業）の発展的展開の可能性を模索し、居住支援と居宅介護支援の併用

による一人ひとりの暮らしの場の確立を。 

・多様な事業者との本人中心ネットワークにより、１人ひとりの支援の輪を生み出しながら、相談支

援体制、地域自立支援協議会などを大きな力として、わがまち（市全体）での「地域自立生活支援構

造づくり」を目指していきたい。 

 

 

● 一人ひとりの存在の価値に基づく価値観変革にむけて  

・一人ひとりを市民として含み込みながら、障害のある人もない人も共に暮らしやすい「西

宮市」づくりをすすめる。 

・誰もが安心して地域で自分らしく暮らせるために、様々な立場や役割の人と話し合い、新たな仕組

みや支援資源基盤を生み出していく「西宮市地域自立支援協議会」の展開。西宮市の支援費制度構築

の展開をさらに発展させ、西宮市の障害者計画・障害福祉計画とも連動し、地域全体で協働していく

実効的な構築の場、まちづくりの源泉を目指す。 

・一人ひとりの存在の価値にもとづく市民を巻き込んでの協議を展開し、ノーマライゼーションまち

づくりをすすめていければ。 

 
 

気持ちばかりあせって、なかなか状況をすすめることができていませんが、あきらめないで取り組んで
いきたいと思います。 



【中西 昌哉（ベデスダの家 所長）】 
本人中心の支援とは 

 空き家から空き家へ移転を繰り返しながらの施設運営。支援の本質はあくまでも「本人

中心の支援」。大切にしているものは、居場所を作る、体験を重ねる、暮らしを豊かにす

ること。足りないものを補い、様々なサポートが重なり、ひとりひとり違う地域の生活が

生まれ、その人なりの自分らしさあらわれてくる。本人中心ではなかったら何？…それは

箱物であり施設中心の単一なサービスだという。介護や訓練でない、日々の暮らしの中で

のさまざまな選択の積み重ねこそが大事なのだ。人と人とのつながり、それが地域。  
 

 
ベデスダの家が大切にしているものについて語る中西所長。 

 

 
本人を中心にした地域生活支援、その法律や手法を確立させていきたいと語った。 

 



【加藤 啓一郎（地域生活支援センター風の輪 所長）】 
知的障害の人（特に自閉、行動障害のある人）の主体性を尊重する支援 

 我々健常者は、「コミュニケーションが取りにくい」「理解しにくい」「問題な行動が

多い」といった理由で、知的障害の人を「難しい人」「何をするか分からない人」という

ふうに受け止めがちである。しかし、知的障害の人から我々を見ると、「言うことを聞か

ないと何をされるか分からない」「決定権を握られている」「怖い」というふうに写って

いる。 
 支援者が障害者本人と係わる際に、問題行動も含めて、本人の言葉にならない表出や表

現の意味をくみ取り、本人の思いを明確にしていくためには、支援者側にも主体性が必要

であり、相互主体的な関係を形成していくことによって、障害者本人の立場に立って共に

これからの生活を考えていくことができる。又、このことが本人の暮らしを豊かにし、人

を信頼できる、人と相談できる、自信がつく、エンパワーメントにつながる、といった変

化に結びついていくのである。 
 

 
行動障害のある人を主体的に受けとめるとは、どういうことか？等を報告する加藤所長。

 

 
相互主体。支援者の主体性こそが問われるのでは、と話す。 
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平成 19 年 12 月 8 日 

知的障害の人(特に自閉、行動障害のある人)の主体性を尊重する支援 

地域生活支援センター風の輪 

所長 加藤啓一郎 

１．知的障害の人を理解することの難しさ 

1） コミュニケーションがとりにくい 

2） 理解が難しい 

3） 生活習慣が自立していない、作業ができない 

4） 問題行動が多い(自傷、暴力、物を壊す、こだわり等) 

5） 何をするか分からない、と思われてしまう 

◎ 特に問題行動は受け止めにくい→迷惑な行動が多い 

 

２．知的障害の人が我々に感じている難しさ 

1） 分かってくれない、理解してくれない 

2） 怖い、気分次第 

3） 言うことを聞かないと何をされるかわからない。決定権を握られている 

4） 変な目で見る 

5） 信頼できない、支えてくれない 

 

３．我々と知的障害の人たちとの関係と本人への影響 

1) 我々が上で知的障害の人を劣っている存在として捉える 

2) 怖い、わけが分からない→関係を持ちたくない、避けたいと思う 

3) 傷害のある人－人に認められることが少なくなる→自分に自信が持てない(自己イメージが悪く

なる)→自分は駄目だと思う 

 

４．障害者本人が自信を持って生きていけるためには、こういった関係を変えていけることが必要(関

係支援の視点) 

1） 本人を一個の主体として認め、尊重すること 

2） 本人を認め、信頼することで、本人が安心できる関係を作っていく 

 

５．そのために支援者としてやるべきこと 

1） 本人を主体として受け入れる(頭で理解することも必要だが、同時に態度のレベルで本人を認め

られること、本人に共感し、好きになれること) 

2） 問題行動も含め、行動の意味を了解すること 

3） 本人が信頼できる関係を作っていくこと 

安心できる→気持ちを訴えられる→相手を大切に思える、相手に合わせられる→相手の気持ちも

考えながら、自己表現できる、自分の問題について相談できること 

4） その関係をベースにして、支援者が家族や友人、福祉関係者、地域の人等との間の媒介役となり、

本人が安心して暮らしていける関係を地域に作り、広げていけるよう支援する 
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６．支援者側に主体性が必要 

1） 本人を主体として尊重するためには、支援者側にも主体性が必要 

2） 支援者にも葛藤や戸惑いがあり(本人を主体として受け止めようと思うが、理解が難しく、受け

入れにくい)、それを乗り越えて、本人から何かをつかんでいくことを通して、利用者を主体と

して受けとめられるようになる 

3） その際、行動の意味を了解することは、本人にとっても、支援者にとっても、それぞれ重要な意

味を持つ 

4） 主体性→指導訓練の時代の一方的な積極性ではないこと 

5） 反対に、「お客様は神様です」といった表面的に利用者中心の支援でもないこと(買い物を次々に

する→はい分かりました) 

6） 本人のしんどさ、訴えを了解できること 

7） 支援者－本人の間の相互主体的な関係をベースに、本人が自分を肯定し、自信をつけ、それがエ

ンパワーメントに繋がるように支援する 

 

７．相互主体的な関係について(岡村理論、鯨岡理論を応用したコミュニケーションモデル) 

1） 力関係ではなく信頼関係がベース 

2） 押し付けではなく、障

害者が納得できるか

かわり 

① (1)と(3)の相手を

揺り動かす」側面

が中心だと、どち

らが強いかの力関

係になってしまう 

② こちらが相手を揺

り動かすとき、揺り動かされている相手の気持ちを意識する。こちらが相手を見ていると同

時に相手もこちらを見ている。相手のまなざしを意識する。 

揺り動かされている相手を意識→相互主体性モデルの(２)の部分を意識する 

 同様な働きかけをしても、利用者が援助者をどう見ているのかによって、全く異なる結果となる。 

          例） お茶碗片付けようか 

a) 利用者が援助者を「怖い」と思っているとき → 「叱られるといやだから、片付けよう」 

b) 利用者が援助者を好きだと思っているとき  → 「一緒にできて嬉しい」 

c) やってくれて当然と思っているとき     → 「なんでやらせるねん」 

③ 相手がこちらを揺り動かすとき、揺り動かされている自分を意識する 

揺り動かされている自分を意識→相互主体性モデルの(４)の部分を意識する 

支援者が自ら揺り動かされている自分を意識できないと、動揺して、自己を防衛するため、

より強い攻撃によって反応してしまうこともよくある。「こわい」という自然な気持ちを相手

に伝えるだけで相手の攻撃性が収まることもある。 

 悪循環する関係。 

(1) 利用者を揺り動かす 

(2) 支援者に揺り動かされる 

 

(3) 支援者を揺り動かす 

(4) 利用者に揺り動かされる 

(１) 
 
(２) 
(３) 
 
(４) 

 相互主体性モデル 

利
用
者 

支
援
者 
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          例） 利用者 腕時計の位置を気にする   → 支援者 「やめて」と手をふり払う      

 

 

             利用者 必死になって手をとろうとする → 支援者 「やめなさい」と必死になり、手をひねる  

 

 

         利用者 支援者に噛みつく     → 支援者 利用者を叩いて引き離す  

 

 

④ これらの点に気をつけてかかわることにより、相互主体的な関係形成が可能となる→利用者

と支援者が課題を共有できるようになる 

 

８．我々の仕事は介護や訓練か、それとも利用者との関係形成か、関係調整か？ 

1) 相手を物として捉える見方(支援関係の客体的側面) 

・ ケアの対象；入浴、食事、排泄介助等の対象 

・ それぞれの行為が完了すれば、業務が達成されたものとみなされる 

・ 利用者の気持ちよりも、安全面、衛生面、効率等が重視される 

 

2） 相手を一個の主体としてとらえる(支援関係の主体的側面) 

・ コミュニケーションと理解 

・ 関係を作る 

○ その人が介護してくれると安心できる。自分のことをよく分かってくれる。 

○ しんどいときに自分のことを気にかけてくれる、元気づけてくれる 

○ 心配なことがあるとその人に相談できる 

○ 自分のしたことをその人に聞いてもらいたい、認めてほしいと思う 

・ エンパワーメント 

○ うれしい、心がうきうきする 

○ 自分を肯定できる、自分に自信が持てる。自分のすることはこれでいいと思える 

・ 関係調整(一番重要なのではないか？) 

○ 支援者と利用者との間に作られた信頼関係をベースにして、利用者を取り巻く様々な人との間の関係

を調整する 

○ 父母、兄弟、友達、地域の人、関係機関の人、職員等との関係がよくなることによって、本人が自分を

認め、他も本人を認める、本人が暮らしていきやすい人の環境を地域に作っていくことを支援する 

 

3) 客体的側面が中心に考えられがちだが、主体的側面に焦点を当てた支援が必要 

 

「今日は余りかかわって
くれなかったやないか」 

「何で俺を拒否するね
ん」 

「バカヤロウ」 



【岩崎 隆彦（淡路こども園 園長）】 
本人中心の支援の実現に向けて 

～幼児期・学齢期にしっかり土台作りを！ 

 家族が本人の主体を認めることができ、「家族であってよかった」と思えるような支援

こそが必要。最初に親が出会う戸惑いに対処する専門職の責任は非常に大きいと思う。

往々にして専門職にある人たちの助言だとか、援助の仕方によっては望まなかった結果に

なることがある。まわりの焦りや見方によっては本人の主体というものを見えにくくする

ものがあり、特にお母さんは心身共に大きな負担を背負いやすく、一緒に暮らしている家

族のことが目に入らないような状況に陥ることがある。そんな状況に置かれているお母さ

ん、バラバラになってしまうリスクを持つご家族に対して支援者が方向をきちんと指し示

し一緒に歩んでいくことが大切。支援者と家族が信頼関係を持ち、子どもの様子を推し測

ったり直接子どもと話したりお互いに情報を提供し一緒に考えていく土壌をいかに作るか

が支援の要なのだ。幼児期をへて学童期、思春期と成長していく中で本人の状態が学校に

も親にも理解されないままいくと、こじれが大きくなり子どもは難しい状況に追い込まれ

ていってしまう。 
 

 
ご家族にとって本人の主体性が尊重され良かったと思える支援がないのでは、 

という問題提起をする岩崎園長。 
 

 
幼児期・学童期の時期において何が大切なのかを語る。 
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サポート研関西セミナー ２００７年１２月８日 

本 人 中 心 の 支 援 の 実 現 に 向 け て 

～ 幼 児 期 ・ 学 齢 期 に し っ か り 土 台 作 り を！  
 

社会福祉法人 水仙福祉会  
  淡路こども園 岩崎隆彦 

 
【１】本人中心の支援とは 
  ・かけがえのない人生。本人がその人らしく納得のいく生き方ができる 
  ・どんな障害があっても、本人の意思・感情・内面の世界を持っている。 
  ・人と共に生きる。人への信頼感、安心感が持てる。 
  ・困難に直面したとき、人に援助を求められる。自分なりに対処できる。 

・自己信頼。自尊感情（自分を大切に思う気持ち） 
 ※「本人がどのように受け止めているか」が大切！ 
 
【２】支援の現状と課題 

（１） 乳幼児期、学齢期、成人期の支援を通して見えてきたもの 
・本人のみを支援対象とすることの問題 
・成人期に厳しい状況に置かれている人たち 
・家族の負担感 
 

（２） 本人中心の一貫した支援の難しさ 
① 時期時期で変わる「支援者」 
② 本人を取り巻く人の多様性 
③ 支援者から見えにくい家庭の状況 
   

（３） 共に生活する家族の置かれている状況 
① 障害が判明したときの精神的ショック 
② 育児をする母親の抱える悩み・困難 
③ 家族への理解の不足、具体的支援の欠如 
④ 家族が問題に対処する力をつけていく支援 

 
（４）家族支援の欠如は、幼児期、学齢期、成人期まで影響する 

    求められる保護者とのパートナーシップ 
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【３】乳幼児期から学齢期・成人期を通して必要な「本人理解の視点」 
①焦点が当てられにくい「こころ」 
②とびつきやすい対症療法 
③求められる「本当の安心感、喜び」につながる支援 

「気持ちのつながり」と「手応え」 
 

【４】学齢期に起きてくる問題と対処 
（１） 多くの問題に直面する学齢期 
（２） 学校と家庭との連携 
（３） さまざまな所で生じやすい「齟齬」 
（４） 行動障害の作られる背景と対処 

① 行動上の問題の発生 
② 家庭で対処に苦慮する（分かりにくい行動の背景） 
③ できにくい学校への相談 
④ 共通の基盤で話し合うことの難しさ 

・場による行動の違い 
・見えにくい本人の本心 

⑤ すれ違いのまま悪循環していくと 
⑥ 家族の危機、本人の危機（入所施設が求められる背景） 

（５） 問題解決に向けてのとりくみ 
① 行動の意味を理解するために 

・生活全体を見る 
・家庭との信頼関係・協力関係 
・分かりにくい行動の意味を理解する視点 

② 早期に対処することが大切 
③ 本人が分かりやすく表現できる援助を 

（６） 特別支援教育に対する期待 
（７）学齢期から青年・成人期への橋渡し 

 
【６】専門職の役割と責任 

（１） 本人にも家族にも納得のいく生活になるように 
（２） 本人が自分らしく生き生きと生活できる 
（３） 家族が本人の成長を喜べる 

⇒サポート研第６研究委員会編（２００２） 『お母さん１００人に聞きました』 
 
 



【粟生 史子（青葉園）】 
このまちで私らしく暮らすために 

-Ｔさんの地域自立生活を通して- 

 
本人、親、支援者、関係者間の協議の場。個人総合計画を説明する粟生さん。 

 

 
本人が西宮の市民として生活するためには必要な支援とは何か…語る。 

 



【倉本 輝一（ベデスダの家）】 
支援をつなげて体験する機会を保障する 

-ケアホームに入居されているＯさんが暮らしを選択される場面を通じて- 

 
「本人の意思を大切にしたい」まずは時間をかけての実践を報告する倉本さん。 

 

 
本人にとって安心できるような環境をつくることに工夫している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


